
担当課：熊本市脱炭素戦略課（熊本市役所７階）  

電話番号：096-328-2355  

 

補助対象者 

補助金の交付に係る申込みの日において、次のいずれかに該当する者 

ア 本市に住民登録がある者 

イ 熊本市内に事業所を有する者であって、次のいずれかに該当する者 

(ｱ) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者 

(ｲ) 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項各号に掲げる中小企業団体 

(ｳ) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人 

(ｴ) 法人税法（昭和４３年法律第３４号）第２条第６号に規定する公益法人等及び第７号に規定する協同組合等 

自動車検査証記録事項※において所有者として記載されていること 

電気自動車等が所有権留保付クレジットにより購入された場合は、使用者との記載されていること。 

※自動車車検証が電子化されていない場合は、自動車検査証。以下、同じ。 

市税の滞納がないこと｡ 

 

熊本市暴力団排除条例第２条第１号から第３号までの規定に該当しない者 

 

補助対象事業 

自動車検査記録事項※1の「使用の本拠の位置」が熊本市内であること。 

 

２０２５年３月１日から２０２６年２月末までに初度登録された車であること。 

 

国の CEV補助金の補助対象のうち、給電機能を有する車両。  

国の補助（クリーンエネルギー自動車（CEV）補助金）のホームページ（外部リンク） 

給電機能…外部給電器又は V2H 充放電設備を経由して若しくは車載コンセント（AC100V/1500W）から電力

を取り出せる機能 

自動車検査証記録事項※における登録年月や交付年月と、初度登録年月が同一であること。 

 

購入経費が５０万円以上であること。 

https://www.cev-pc.or.jp/hojo/cev.html#guide
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補助内容 

申込受付期間 

２０２５年６月２日（月）～２０２６年３月６日（金） 

補助額 

１件につき１０万円 

※過去に同補助金の補助金交付を受けており、かつ処分制限期間（軽自動車は 4年、普通自動車は 6年）を経過

していない場合又は財産処分の承認を行っていない場合は申込不可。 

補助枠 

12０件（予算 1,2００万円） 

補助対象経費 

補助対象車両の購入費（給電機能以外の車両へのオプション及びその工事費、値引き額、消費税相当額を控除し

た額）とする。給電機能がオプションの場合は、その購入費（工事費を除く）を含む。 


